
 ~ 1 ~   

令和２年度（２０２０年度）熊本市下水道マンホール台帳等電子化業務委託（単価契約） 
 仕様書 

 
第１章 総則 
 
（適用範囲） 
第１条 本仕様書は、熊本市（以下、「委託者」という。）発注の「令和２年度（２０２０年度）熊本
市下水道マンホール台帳等電子化業務委託」（以下、「本業務」という。）に適用し、実施に
必要な作業方法を定める。 

 
（目的） 
第２条 本業務は、下水道施設の維持管理業務の利便性を向上させるため、委託者が所管す
る下水道のマンホール台帳等（紙又はマイラー）（以下「台帳等」という。）をスキャニングし
電子化する。更に、属性情報を管理することにより、事務の効率化、省力化を図るものとする。 

 
（準拠する法令等） 
第３条 本業務の実施にあたり、受託者は本仕様書によるほか、日本国諸法令、特に下記の関
係法令及び規則等に遵守すること。 
（1） 下水道法及び同施行令 
（2） 熊本市下水道条例 
（3） 個人情報の保護に関する法律 
（4） 国土空間情報活用推進基本法 
（5） 国土交通省作業規程の準則 
（6） 地理情報標準プロファイル（ＪＰＧＩＳ） 
（7） 熊本市個人情報保護条例及び同条例施行規則 
（8） 熊本市統合型ＧＩＳ基盤整備方針 
（9） 熊本市情報セキュリティポリシー 
（10） 熊本市上下水道局契約事務取扱規程 
（11） 下水道台帳管理システム標準仕様（案）・導入の手引き（（社）日本下水道協会） 
（12） 公共測量作業規程 
 

（疑義） 
第４条 本仕様書に記載のない事項又は疑義を生じた事項については、委託者及び受託者の
双方で協議を行うものとする。 

 
（作業計画） 
第５条 受託者は、受託後すみやかに作業計画を立案のうえ、下記の関係書類を委託者に提出
し、承認を受けるとともに業務実施中は進捗状況を必要に応じて委託者に報告すること。なお、
計画立案に必要な疑義等については受託後書面にて委託者と協議すること。 
（1） 着手届 
（2） 管理技術者及び照査技術者選任通知書 
（3） 工程表 
（4） 業務実施計画書 
（5） 照査計画書 

 
（契約不適合責任） 
第６条 受託者は、納入成果品に受託者の過失又は疎漏等に起因する不良箇所が発見された
場合は、速やかに補足、訂正及び修正を行わなければならない。この場合、これに要する費用
は受託者の負担とする。 

 
（損害賠償） 
第７条 受託者は、本業務実施中に生じた事故及び第三者に与えた損害に対して一切の責任
を負い、損害賠償等の請求があった場合は、受託者の責任において行うこと。 

 
（工程管理） 
第８条 本業務期間中、受託者は、充分な工程管理を行うとともに、進捗状況を委託者に週報
及び工程表にて報告するものとする。 

 
 （管理技術者及び照査技術者） 
第９条 本業務を実施するにあたり受託者は、管理技術者及び照査技術者を選任・配置し、第
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５条で規定する管理技術者及び照査技術者選任通知書により委託者に通知すること。 
２ 前項の管理技術者は、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会（ＪＩＩＭＡ）が認定した
２級以上の文書情報管理士の資格を有する者を配置・選任すること。また、受託者は、入札
参加資格確認申請時に、配置・選任予定の管理技術者に関し、公益社団法人日本文書情
報マネジメント協会（ＪＩＩＭＡ）が認定した２級以上の文書情報管理士資格を有することを証
するものを委託者に提示しなければならない。 
３ 照査技術者は、第５条で規定する「照査計画書」に沿って作業実施内容等が適切に実施
されているかを照査し、委託者に照査報告書として書面にて報告しなければならない。 
４ 管理技術者と照査技術者の兼任は認めない。 

 
（貸与資料） 
第１０条  委託者より貸与する資料について受託者は、破損、滅失、盗難等事故のないよう管理
義務を負う。また、業務完了後速やかに返納するものとする。また資料等を業務実施計画書
で指定された場所から外部に持ち出してはならない。 

 
（秘密の保持） 
第１１条  受託者は、本業務の実施中に知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 
 
（打合せ議事録ほか） 
第１２条  受託者は、業務の打合せや業務期間中の委託者からの指示・承諾又は協議した事項
について打合せ議事録を作成・提出し、委託者及び受託者相互に確認した上で保管するも
のとする。また、受託者は、業務の実施状況を逐次記録し、委託者から要求があった場合には、
その実施状況記録を速やかに提出しなければならない。 

 
（成果品の帰属） 
第１３条  本業務の成果品の帰属に関する諸権利は、委託者に帰属する。 
 
（その他事項） 
第１４条  前条までに定めた総則について、受託者が違反や虚偽報告等の不正行為を行ったこ
とが明らかになった場合、委託者は諸規則及び関連法令等に則り、受託者に対して措置を講
じる。 

 
（委託期間） 
第１５条  本業務の委託期間は、契約締結日より令和３年（２０２１年）２月２６日までとする。 
 
 
第２章 業務内容 
 
（業務概要） 
第１６条  本業務の概要は、下記のとおりとする。 
１ 作業計画の立案・準備：業務実施計画書の作成 
２ 資料スキャニング・リネーム・属性情報（csv ファイル）の作成 
（1） 対象台帳等の作業場所への搬送・返却 
（2） 資料のスキャニング 
（3） スキャニングにより作成される電子ファイルのリネーム 
（4） スキャニングした電子ファイルを管理する csv ファイルの作成及び属性情報(ｃｓv ファイ 

ル)の作成 
 
（計画・準備） 
第１７条  業務実施計画書及び工程表を作成し、提出すること。 
２ 業務に必要な場所及び設置する機材については協議により定めるとともに、使用機材等 
一覧を届け出ること。 
３ 業務実施計画を作成するにあたっては、第 16条に定める業務が業務内容照査まで含め、 
委託期間内に完結するよう、業務進捗の管理にあたっては十分留意すること。 

 
（対象台帳等の作業場所への搬送） 
第１８条  受託者は対象となる台帳等を保管場所（上下水道局４階書庫及び東部浄化センター
倉庫 2 階）から作業場所に運搬すること。運搬は風雨等による汚損、毀損等を避ける構造の
車両にて行うこと。また、作業の完了した台帳等については元の保管場所に運搬保管するこ
と。運搬に必要な段ボール等は受託者にて準備し、返却の際は、中身がわかるよう、段ボール
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の外に内容物一覧を貼付けること。 
 
（資料のスキャンニング・スキャニングにより作成される電子ファイルのリネーム） 
第１９条  スキャニング実施にあたっては、上下水道局計画調整課技術監理室担当職員立会い
の下、指示された方法で保管場所から持ち出し、受託者にてスキャニングを行う。スキャニン
グ完了後は、速やかに上下水道局計画調整課技術監理室担当職員立会いの下、指示され
た方法により指定場所へ返却すること。 
２ スキャニングに必要な機材は、受託者の負担において作業場所に設置する。 
３ スキャニングに係る設定等は、以下のとおりとする。 
（1） 解像度 ： ２００ｄｐｉ以上 
（2） 形式 ： ＪＰＥＧ 
（3） 階調 ： カラーＲＧＢ各８ビット 
４ スキャニングデータは、文字・線・色などが忠実に再現されるよう検証・補正を行うこと。 
５ スキャニングデータのファイル名は「指示書番号＋文書種別」を基本とし、保存フォルダ設 
定等について、その詳細は別途指示する。 

6 スキャニングを行う資料は、ドッチファイルに保管されており、基本的にはホチキス止めなど 
はされていないが、スキャニングを行う前には資料がホチキス止めされていないか確認を行 
うこと。ホチキス止めされている場合には取り外してスキャニングを行ってもよいが、現状復 
旧を行うこと。 

 
（スキャニングした電子ファイルを管理する csv ファイルの作成・属性情報の作成） 
第２０条  委託者より提供される台帳等管理情報（csv形式にて提供）を元に、スキャニングした
電子ファイルを管理する csv ファイルを作成する。作成する際に使用する機材に関しては受託
者が必要台数用意すること。なお、データ作成にソフトの指定はないが、csv 出力可能である
こと。 
２ スキャニングした資料に含まれる対象マンホールの地図上での位置確認（緯度・経度）を 
約 6,000件程行う。提供される台帳等管理情報に、緯度・経度情報（浮動小数点表示で 
の提供）を含むので、その情報との突き合せを行う。突き合せた結果、対象となるマンホー 
ルに付随する「指示書番号（維持リンク）」、「工事件名」、「備考」、「受付番号・内容等」、 
「住所」、「文書種別」の 6項目を入力するものとするが、入力内容の詳細に関しては別途 
指示する。 
３ スキャニングファイル名とマンホールとの対応付け csv ファイルを作成する。入力内容の詳 
細に関しては別途指示する。 

 
（その他） 
第２１条  処理する対象量は過去５年間分の資料として、約 145,000枚を想定している。 
過去 5年分 145,000枚程度 
 
一年間分の作業量は下記の数量を参考とし、５年間分を予定見込み数量と想定する。 
内訳（１年分） 冊数 １冊あたり 計 

  １年間分の資料数   29,000枚程度 

資
料
種
別 

公共下水道施設補修工事 20冊 1200枚 24,000枚程度 
害虫駆除 5冊 1000枚  5,000枚程度 

作
業
種
別 

スキャン（1冊あたり 1,200枚のうち 1,050枚をスキャン） 
（24,000枚＋5,000枚）×1,050/1,200 25,375枚／年 

属性情報作成（１冊あたり１７件） 
（17件×6項目×18byte(平均)）×25冊 45,900byte／年 

ファイルリネーム（１冊あたり１７件） 
（17件×3 ファイル）×２５冊） 

３ファイル：工事指示書、位置図、工事写真帳 
1,275 ファイル／年 

２ 原稿となる台帳等に破損（破損の恐れがある箇所を含む）がある場合、紙製の場合は紙 
による裏打ちなどの補修を施すこと。マイラーの場合は、テープ等で補修を行い、スキャニン 
グ時の補修跡が目立たないようにすること。 
また、折り目・しわ等が著しい資料等については、アイロン掛けなどの処置を施すこと。 
３ 劣化が著しい図面等の資料が発見された場合は、複製を作成すること。 
４ 本業務の実施にあたり、進捗状況確認及び業務実施上確認を要する事項等を検討するた 
め、少なくとも月１回の定例日を設け、委託者との間での定例会を設定すること。 
５ 業務中に発生する火災に備え、本業務に係る火災保険に加入すること。 
６ 作業場所に関して、貸出の台帳等持出願を委託者に提出し、委託者の承諾を得ること。 
７ 作業場所の火気の取扱に注意し、火元責任者や防火管理者などを業務計画書に記載の 
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上、委託者の承諾を得ること。 
８ 電子化データのコンピュータウイルスチェック検証作業を行うこと。 
９ 建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和２年５月１４日版）を 
参考に、従業員等の感染防止するよう努めること。 

 
第３章 成果品及び検査 
 
（業務実施報告書） 
第２２条  受託者は、本業務の成果を別紙様式１により「業務実施報告書」として取りまとめて委
託者に提出するものとする。 

 
（成果品） 
第２３条  本業務の成果品は次のとおりとする。 
（1） 成果品一覧       １式 
（2） スキャニングした電子ファイル     １式 
（3） スキャニングした電子ファイルを管理する csv ファイル  １式 
（4） 打ち合わせ議事録一覧及び打ち合わせ議事録   １式 
 
２ 前項の成果品は、電子媒体（ＤＶＤ）に収め、正・副２本に格納してウイルスチェックの上、納品 
すること。電子媒体には、本業務委託名・委託期間・受託者名がわかるように表記を行うこと。 

 
（検査） 
第２４条  本業務は、委託者の検査合格をもって完了とする。 
 
 
第４章 単価設定及び支払額等 
 
（単価設定） 
第２５条  本業務の代表単価（委託料算定の基準となる単価）は、「スキャニング（Ａ４・カラー）
１枚当たりの単価」とし、その単価を単価指数１．０と設定する。 
２ その他の各工種及び種別の単位数量当たり契約単価については、代表単価に対するその 
割合を表した単価指数（別表明細表参照）に基づき、次の算式で各工種及び種別の契約 
単価を決定する。 

 
 算式：各工種及び種別の契約単価 ＝ 代表単価の入札額 × 各工種及び種別の単価指数 
× １．１（消費税率分含む） 
   ※この算式による契約単価に１円未満の端数があるときは、小数第３位以下を切り捨てる。 
 
（委託料の算出） 
第２６条  委託料の算出に当たっては、各工種及び種別ごとの契約単価に引渡しを受けた成果
物の数量をそれぞれ乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り
捨てた額とする。）を合計した金額とする。 

 
（適用工種） 
第２７条  本業務における適用工種は、別表の明細書のとおりである。 
２ 本業務履行期間内において、委託者から指示があった場合は、受託者は本業務に対する 
適用工種については対応しなければならない。 
３ 明細書に明示されていない工種が発生した場合には、委託者と受託者との協議により適 
用工種を決定する。 
４ 明細書に記載されていないサイズの資料に係るスキャニングの単価指数は、最も近似のサ 
イズとの面積比を乗じて算出し、第２５条第２項で定める算式により単価を算出すること。 
５ 明細書記載の予定見込数量は、あくまで予定の数量であり実際の作業時には変動する可 
能性がありえることに十分留意すること。 
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別表 明細書 
番
号 工種 種別 単位

数量 
単
位 

単価 
指数 

検収
単位 

単
位 予定見込数量 単位 

1 スキャニング A4 カラー 1 枚 1.00 1 枚 126,000 枚 

2 計画・準備 ― 1 式 5229.25 1 式 1 式 

3 
対象台帳等の
作業場所への
搬送 

― 1 往
復 915.33 1 往復 3 往復 

4 

スキャニングに
より作成される
電子ファイルの
リネーム 

― 1 

フ
ァ
イ
ル 

0.70 1 

フ
ァ
イ
ル 

6,375 

フ
ァ
イ
ル 

5 

スキャニングし
た電子ファイル
を管理する csv
ファイルの作成 

― 1 

b
y
t
e 

0.18 1 

b
y
t
e 

229,500 

b
y
t
e 

6 スキャニング Ａ3 カラー 1 枚 2.08 1 枚 900 枚 
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別紙様式１ 
課長 室長 主査 担当 

    

 
受託者 所 在 地 

                               商号又は名称 
               代表者職・氏名                 印 

 
業 務 実 施 報 告 書 

 
 令和２年（２０２０年）  月  日付けで契約締結した令和２年度（２０２０年度）熊本市下水道マ
ンホール台帳等電子化業務委託（単価契約）について、業務の実施状況を報告します。 

番号 工種 種別 数量 単
位 

契約単価
（円） 金額（円） 備考 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
※必要に応じ、行数は増やして作成すること。工種の数量がゼロの場合でも掲載すること。 

 


